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一

規

則

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布

す
る
。令

和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
九
十
三
号

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
東
京
都
規
則
第
三

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
第
四
条
の
十
一
の
二
」
の
下
に
「
、
第
五
条
及
び
第
五
条
の
二
」
を
加
え
る
。

第
四
条
の
二
第
二
項
中
「
当
該
指
定
を
受
け
る
」
を
「
同
項
の
規
定
に
よ
り
新
た
な
指
定
地
球
温
暖

化
対
策
事
業
所
に
該
当
し
た
年
度
の
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

条
例
第
五
条
の
七
第
九
号
ア
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
要
件
は
、
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者

に
よ
り
燃
料
の
使
用
に
伴
っ
て
使
用
さ
れ
た
原
油
換
算
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
量
（
当
該
脱
炭
素
成
長
型

投
資
事
業
者
が
燃
料
を
変
換
し
て
得
ら
れ
た
電
気
又
は
燃
料
を
熱
源
と
す
る
熱
を
特
定
地
球
温
暖
化

対
策
事
業
所
に
お
い
て
自
ら
使
用
す
る
場
合
は
、
そ
の
使
用
に
伴
う
原
油
換
算
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
量

を
含
む
。
第
四
条
の
三
の
三
及
び
第
四
条
の
八
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
い
て
算
出
し
た
当
該
事
業

所
に
お
け
る
原
油
換
算
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
量
が
前
項
の
期
間
に
お
い
て
千
五
百
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満

で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

第
四
条
の
三
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
法
対
象
直
接
排
出
量
に
よ
る
基
準
排
出
量
の
調
整
）

第
四
条
の
三
の
二

条
例
第
五
条
の
七
第
十
五
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
量
及
び
条
例
第
五
条
の

十
一
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
量
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
量
と
す
る
。

一

条
例
第
五
条
の
十
三
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
ア
の
規
定
に
よ
り
基
準
排
出
量
を
決
定
し
た

場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
基
準
排
出
量
に
含
ま
れ
る
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
（
条
例
第
五
条
の

十
一
第
一
項
の
算
定
排
出
削
減
量
の
算
定
に
お
い
て
加
え
た
法
対
象
直
接
排
出
量
を
排
出
す
る
脱

炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
と
同
一
の
事
業
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
使
用

し
た
燃
料
の
使
用
に
伴
っ
て
排
出
さ
れ
た
直
接
排
出
の
二
酸
化
炭
素
の
量
（
当
該
燃
料
の
使
用
量

を
第
三
条
の
三
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
特
定
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
に
換
算
し
た
量
を
い
う
。

た
だ
し
、
当
該
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
が
燃
料
を
変
換
し
て
得
ら
れ
た
電
気
又
は
燃
料
を
熱

源
と
す
る
熱
を
特
定
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
所
に
お
い
て
自
ら
使
用
す
る
場
合
は
、
そ
の
使
用
に

伴
っ
て
排
出
さ
れ
た
二
酸
化
炭
素
の
量
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
条
の
十
三
の
三
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
把
握
で
き
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
当
該
二
酸
化
炭
素
の

量
（
た
だ
し
、
第
四
条
の
十
八
の
二
の
規
定
に
よ
る
基
準
排
出
量
の
改
定
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
改
定
の
内
容
を
踏
ま
え
て
算
定
す
る

二
酸
化
炭
素
の
量
）

二

第
四
条
の
十
九
第
六
項
第
三
号
の
方
法
に
よ
り
基
準
排
出
量
を
変
更
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当

該
変
更
後
の
基
準
排
出
量
に
含
ま
れ
る
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
が
使
用
し
た
燃
料
の
使
用
に

伴
っ
て
排
出
さ
れ
た
直
接
排
出
の
二
酸
化
炭
素
の
量
を
把
握
で
き
る
場
合

当
該
二
酸
化
炭
素
の

量
（
た
だ
し
、
第
四
条
の
十
八
の
二
の
規
定
に
よ
る
基
準
排
出
量
の
改
定
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
改
定
の
内
容
を
踏
ま
え
て
算
定
す
る
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二
酸
化
炭
素
の
量
）

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

特
定
温
室
効
果
ガ
ス
年
度
排
出
量
に
占
め
る
法
対
象
年

度
直
接
排
出
量
の
割
合
を
基
準
排
出
量
に
乗
じ
て
得
た
量

四

前
三
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

知
事
が
認
め
る
方

法
に
よ
り
算
定
す
る
量

（
指
定
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
所
の
指
定
等
）

第
四
条
の
三
の
三

条
例
第
五
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
事
業
所

は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
全
て
満
た
す
事
業
所
と
す
る
。

一

第
四
条
の
八
第
五
項
の
要
件
に
該
当
し
、
指
定
の
取
消
し
を
受
け
た
こ
と
。

二

脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
に
よ
り
燃
料
の
使
用
に
伴
っ
て
使
用
さ
れ
た
原
油
換
算
エ
ネ
ル
ギ

ー
使
用
量
を
除
い
て
算
出
し
た
当
該
事
業
所
に
お
け
る
前
年
度
の
原
油
換
算
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
量

が
千
五
百
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満
で
あ
る
こ
と
。

第
四
条
の
五
第
一
項
第
一
号
中
「
、
敷
地
面
積
」
を
削
る
。

第
四
条
の
六
の
二
第
三
項
第
一
号
中
「
、
敷
地
面
積
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
前
年
度
」
を

「
条
例
第
五
条
の
八
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
年
度
の
前
年
度
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
七
第
一
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

条
例
第
五
条
の
二
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請

第
四
条
の
八
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

条
例
第
五
条
の
十
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
要
件
は
、
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事

業
者
に
よ
り
燃
料
の
使
用
に
伴
っ
て
使
用
さ
れ
た
原
油
換
算
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
量
を
除
い
て
算
出
し

た
当
該
事
業
所
に
お
け
る
原
油
換
算
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
量
が
千
五
百
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満
で
あ
る
こ

と
と
す
る
。

第
四
条
の
九
第
一
項
第
二
号
中
「
の
減
少
」
の
下
に
「
、
条
例
第
五
条
の
二
十
六
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
基
準
排
出
量
、
特
定
温
室
効
果
ガ
ス
年
度
排
出
量
若
し
く
は
法
対
象
年
度
直
接
排
出
量
の
訂
正
」

を
、
「
、
減
少
」
の
下
に
「
、
訂
正
」
を
加
え
る
。

第
四
条
の
十
一
第
一
項
第
一
号
中
「
得
た
量
」
の
下
に
「
（
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
が
存
す
る

事
業
所
に
お
い
て
は
、
基
準
排
出
量
か
ら
第
四
条
の
三
の
二
に
規
定
す
る
量
を
控
除
し
、
特
定
温
室
効

果
ガ
ス
年
度
排
出
量
か
ら
法
対
象
年
度
直
接
排
出
量
を
控
除
す
る
こ
と
と
す
る
。
）
」
を
加
え
、
同
項

第
二
号
中
「
減
じ
て
得
た
量
」
の
下
に
「
（
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
が
存
す
る
事
業
所
に
お
い
て

は
、
基
準
排
出
量
か
ら
第
四
条
の
三
の
二
に
規
定
す
る
量
を
控
除
す
る
こ
と
と
す
る
。
）
」
を
加
え
る
。

第
四
条
の
十
二
第
三
項
中
「
の
使
用
量
を
特
定
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
か
ら
控
除
し
た
」
を
「
を
特

定
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
の
削
減
に
用
い
た
」
に
、
「
控
除
し
た
量
」
を
「
削
減
に
用
い
た
量
」
に
改

め
る
。

第
四
条
の
十
三
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
対
象
直
接
排
出
量
）

第
四
条
の
十
三
の
三

条
例
第
五
条
の
十
一
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
令

和
八
年
度
か
ら
算
定
排
出
削
減
量
の
算
定
の
対
象
と
な
る
年
度
の
属
す
る
削
減
計
画
期
間
の
終
了
の

日
ま
で
と
す
る
。

２

条
例
第
五
条
の
十
一
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
す
る
量
は
、

当
該
特
定
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
所
に
お
い
て
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
が
使
用
し
た
燃
料
の
使

用
に
伴
っ
て
排
出
さ
れ
た
直
接
排
出
の
二
酸
化
炭
素
の
量
と
す
る
。

第
四
条
の
十
八
第
二
項
第
一
号
中
「
、
敷
地
面
積
」
を
削
る
。

第
四
条
の
十
九
第
三
項
第
一
号
中
「
、
敷
地
面
積
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
（
特
定
温
室
効
果

ガ
ス
排
出
量
が
増
加
す
る
状
況
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
限
る
。
）
」
を
削
る
。

第
四
条
の
二
十
第
五
項
中
「
第
五
条
の
十
五
第
四
項
」
を
「
第
五
条
の
十
五
第
五
項
」
に
改
め
、
同

項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
中
第
四
項
を
第
六
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

４

条
例
第
五
条
の
十
五
第
三
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
か

ら
第
一
項
の
申
請
を
行
っ
た
年
度
を
除
い
た
期
間
と
す
る
。

５

条
例
第
五
条
の
十
五
第
四
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る

規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
第
二
欄
の
事
業
所
の
種
類
に
応
じ
、
当
該
第
三
欄
に
掲

げ
る
期
間
と
す
る
。
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第
四
条
の
二
十
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

８

条
例
第
五
条
の
十
五
第
六
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

一

条
例
第
五
条
の
十
五
第
四
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
虚
偽
が
あ
っ
た
こ
と
が
判
明

し
た
年
度
が
、
削
減
計
画
期
間
の
初
年
度
の
場
合

虚
偽
が
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
年
度
の
前

年
度
が
属
す
る
削
減
計
画
期
間

二

条
例
第
五
条
の
十
五
第
四
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
虚
偽
が
あ
っ
た
こ
と
が
判
明

し
た
年
度
が
、
削
減
計
画
期
間
の
初
年
度
以
外
の
場
合

虚
偽
が
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
年
度

が
属
す
る
削
減
計
画
期
間

第
四
条
の
二
十
一
の
四
第
六
項
第
一
号
中
「
第
五
条
の
九
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
五
条
の
九
第
一

項
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
二
十
一
の
七
第
一
項
の
表
一
般
管
理
口
座
の
項
中
「
前
条
」
を
「
第
四
条
の
二
十
一
の

六
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
二
十
一
の
十
一
中
「
減
少
」
の
下
に
「
、
条
例
第
五
条
の
二
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

基
準
排
出
量
、
特
定
温
室
効
果
ガ
ス
年
度
排
出
量
又
は
法
対
象
年
度
直
接
排
出
量
の
訂
正
」
を
加
え
る
。

第
四
条
の
二
十
一
の
十
三
第
二
項
第
二
号
中
「
前
項
第
六
号
」
を
「
前
項
第
七
号
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
二
十
二
の
二
中
「
第
五
条
の
二
十
五
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
五
条
の
二
十
五
第
三
号
」

に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
基
準
排
出
量
等
の
訂
正
）

第
四
条
の
二
十
二
の
三

条
例
第
五
条
の
二
十
六
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
別
記

第
一
号
様
式
の
十
九
に
よ
る
基
準
排
出
量
及
び
特
定
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
訂
正
申
請
書
に
、
知
事

が
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
訂
正
排
出
量
算
定
書
及
び
算
定
の
根
拠
と
な
る
資
料
を
添
え
て
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

条
例
第
五
条
の
二
十
六
第
三
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

一

条
例
第
五
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
年
度
が
、
削
減
計

画
期
間
の
初
年
度
の
場
合

申
請
が
あ
っ
た
年
度
の
前
年
度
が
属
す
る
削
減
計
画
期
間
以
降

二

条
例
第
五
条
の
二
十
六
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
年
度
が
、
削
減
計
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画
期
間
の
初
年
度
以
外
の
場
合

申
請
が
あ
っ
た
年
度
が
属
す
る
削
減
計
画
期
間
以
降

３

条
例
第
五
条
の
二
十
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
第
一
号
様
式
の
十
九
の
二
に
よ
る

基
準
排
出
量
及
び
特
定
温
室
効
果
ガ
ス
年
度
排
出
量
訂
正
決
定
（
拒
否
）
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
。

第
四
条
の
二
十
三
第
一
項
中
「
別
記
第
一
号
様
式
の
十
九
」
を
「
別
記
第
一
号
様
式
の
二
十
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
六
条
第
十
一
号
」
を
「
第
六
条
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中

「
、
敷
地
面
積
」
を
削
る
。

第
四
条
の
二
十
四
第
三
項
第
一
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

カ

電
気
事
業
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
定
め
る
第
一
種
電
気
主
任
技
術
者
免
状
、
第
二
種
電
気

主
任
技
術
者
免
状
又
は
第
三
種
電
気
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

第
四
条
の
二
十
六
第
二
項
中
「
別
記
第
一
号
様
式
の
二
十
」
を
「
別
記
第
一
号
様
式
の
二
十
一
」
に

改
め
る
。

第
四
条
の
二
十
七
第
一
項
第
十
一
号
中
「
優
良
特
定
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
所
削
減
義
務
率
減
少
申

請
書
」
を
「
優
良
特
定
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
所
認
定
申
請
書
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

前
年
度
の
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
換
算
量
の
一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
量

第
五
条
の
二
第
一
項
第
四
号
中
「
前
三
号
」
を
「
前
各
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、

同
項
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

前
年
度
の
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
換
算
量
の
一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
量

第
五
条
の
四
の
三
第
一
項
中
「
別
記
第
一
号
様
式
の
二
十
一
」
を
「
別
記
第
一
号
様
式
の
二
十
二
」

に
改
め
る
。

第
五
条
の
十
三
の
二
第
一
項
第
四
号
中
「
第
五
条
の
十
三
第
一
項
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
八
十
条
第
一
項
中
「
第
五
条
の
十
五
第
二
項
」
の
下
に
「
、
同
条
第
四
項
」
を
、
「
第
五
条
の
十

八
」
の
下
に
「
、
第
五
条
の
二
十
六
第
三
項
」
を
加
え
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
三
中

「

」
を
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「

」
に

改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
十
七
中
「第
５
条
の
１５第

３
項

」
を
「第

５
条
の
１５第

４
項

」
に
、
「同

条
第

４
項

」
を
「同

条
第
５
項

」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
二
十
一
を
別
記
第
一
号
様
式
の
二
十
二
と
し
、
別
記
第
一
号
様
式
の
二
十
を
別

記
第
一
号
様
式
の
二
十
一
と
し
、
別
記
第
一
号
様
式
の
十
九
を
別
記
第
一
号
様
式
の
二
十
と
し
、
別
記

第
一
号
様
式
の
十
八
の
十
九
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第

四
条
の
二
第
三
項
、
第
四
条
の
三
の
二
、
第
四
条
の
三
の
三
、
第
四
条
の
十
一
及
び
第
四
条
の
十
三

の
三
の
規
定
は
、
算
定
の
対
象
と
な
る
年
度
が
令
和
八
年
度
以
後
で
あ
る
原
油
換
算
エ
ネ
ル
ギ
ー
使

用
量
、
基
準
排
出
量
、
超
過
削
減
量
及
び
法
対
象
直
接
排
出
量
に
係
る
算
定
を
行
う
場
合
に
つ
い
て

適
用
し
、
算
定
の
対
象
と
な
る
年
度
が
令
和
七
年
度
以
前
で
あ
る
原
油
換
算
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
量
、

基
準
排
出
量
、
超
過
削
減
量
及
び
法
対
象
直
接
排
出
量
に
係
る
算
定
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に

関
す
る
条
例
施
行
規
則
別
記
第
一
号
様
式
の
三
及
び
別
記
第
一
号
様
式
の
十
七
に
よ
る
用
紙
で
、
現

に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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